
（添付資料１）

○水力発電設備の電気事業法に基づく工事計画の認可申請漏れ

発電所 実施工事 実施年月 該当法令
※１

市荒川
（福井県）

中性点接地装置の設置 Ｓ５２．１１ 第４７条１項

※１電気事業法　(現在の条項で記載）
　第４７条１項
　　　事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令
　　で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。
　　　ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得
　　ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
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